
 
 

 
原子力バックエンド事業に関わる費用の電気料金請求書への表示について 

 

 

平成 17 年 10 月 1 日、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び

管理に関する法律」が施行されました。 

これを受け、電気料金を通じて原子力バックエンド事業※に関わる費用（バックエンド費用）を

お客さまにご負担いただく範囲が変更となり、再処理施設の廃止措置に関わる費用等につきまして

もその対象となりました。           ※原子力発電に使用された原子燃料の処理・処分を行う事業。 

 

 

 

こうした費用のうち、過去の発電に相当する部分（既発電分）につきましては、一般電気事業者

から電気を購入されているお客さまのみならず、特定規模電気事業者から電気を購入されているお

客さまも含めて、すべてのお客さまから広く申し受けることとなります。 
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当社は、平成 18 年 4 月 1 日以降にお客さまへお届けする電気料金請求書において、バックエン

ド費用のうち既発電分に相当する単価（使用済燃料再処理等既発電費相当額）を表示いたします。 

 

『ご請求金額には、法律で定められた使用済燃料再処理等既発電費 
相当額（＊．＊＊円／ｋＷｈ）を含んでおります。』 

○託送料金相当額（再掲）  ***,***円

 ＊託送料金相当額とは託送供給約款に基づき算定した参考値です。

○ご請求金額には、法律で定められた使用済燃料再処理等既発電費

相当額（＊．＊＊円／ｋＷｈ）を含んでおります。 


